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1 2019（平成31年）

国　税／ 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 
 本年最初の給与支払日の前日

国　税／ 報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
 1月31日

国　税／ 源泉徴収票の交付、提出 1月31日
国　税／ 12月分源泉所得税の納付 1月10日

（納期の特例を受けている事業所の7～12月
分は1月21日）

国　税／ 11月決算法人の確定申告 
（法人税・消費税等） 1月31日

国　税／ 5月決算法人の中間申告 1月31日
国　税／ 2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月31日
地方税／ 固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日
地方税／ 給与支払報告書の提出 1月31日
労　務／ 労働保険料の納付（第3期分） 1月31日

 （労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）

　お正月はお酒を飲む機会が多いですが、昨
秋から国内で収穫されたぶどうで国内製造さ
れたワインを「日本ワイン」と表示しています。
以前は、国内製造されたもの等を「国産ワイ
ン」と表示していましたが、消費者が誤認す
ることから国税庁が「果実酒等の製法品質表
示基準」で定義しました。

ワンポイント 日本ワイン

1 月 の 税 務 と 労 務1月 （睦月）JANUARY

1日・元日　14日・成人の日

日 月 火 水 木 金 土
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1月号 ─ 2

　

法
定
調
書
と
は
、「
所
得
税
法
」、

「
相
続
税
法
」、「
租
税
特
別
措
置
法
」

及
び
「
内
国
税
の
適
正
な
課
税
の
確

保
を
図
る
た
め
の
国
外
送
金
等
に
係

る
調
書
の
提
出
等
に
関
す
る
法
律
」

の
規
定
に
よ
り
税
務
署
に
提
出
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
資
料
を
い
い
ま

す
。

１　

制
度
の
趣
旨

　

特
定
の
金
銭
の
支
払
い
が
あ
っ
た

場
合
に
、
税
務
署
は
そ
の
事
実
を
届

出
さ
せ
る
こ
と
で
、
金
銭
の
動
き
を

把
握
し
、
適
正
な
課
税
が
行
わ
れ
て

い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に
提
出
が

必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
Ａ
が
Ｂ
に
二
〇
〇
万
円

の
報
酬
を
支
払
っ
た
と
し
ま
す
。
そ

う
す
る
と
Ａ
は
Ｂ
に
二
〇
〇
万
円
の

報
酬
を
支
払
っ
た
と
い
う
支
払
調
書

を
提
出
し
ま
す
。
そ
し
て
、
Ｂ
が
二

〇
〇
万
円
の
事
業
所
得
が
あ
っ
た
と

確
定
申
告
を
行
え
ば
、
両
者
の
数
字

は
一
致
す
る
の
で
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
Ｂ
が
確
定
申
告
を
行
わ
な

か
っ
た
り
、実
際
の
半
分（
一
〇
〇
万

円
）
し
か
確
定
申
告
し
な
け
れ
ば
支

払
調
書
の
数
字
は
一
致
し
な
い
こ
と

と
な
り
、
問
題
が
生
じ
ま
す
。

　

そ
の
場
合
は
、税
務
署
と
し
て
は
、

「
お
尋
ね
」
と
い
う
文
書
を
送
付
す

る
か
、
税
務
調
査
を
し
て
確
認
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
法
定
調
書
は
脱
税

の
防
止
効
果
を
持
っ
て
い
ま
す
。

２　

法
定
調
書
の
例

　

法
定
調
書
は
、
平
成
三
十
年
九
月

現
在
で
六
〇
種
類
（
次
頁
「
法
定
調

書
一
覧
」
参
照
）
あ
り
、大
き
く
「
源

泉
徴
収
票
」
と
「
支
払
調
書
」
に
分

け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
一
般
的
な
も
の
に
つ
い

て
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
す
る
と
、
以
下

の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、

支
払
が
確
定
し
た
日
の
属
す
る
年
の

翌
年
一
月
末
ま
で
に
所
轄
税
務
署
長

に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑴
　
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

【
税
務
署
提
出
を
要
す
る
範
囲
】

　

下
表
の
と
お
り
で
す
。

　
「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
（
受
給

者
交
付
用
）
は
、
提
出
範
囲
に
関
わ

ら
ず
、
す
べ
て
の
受
給
者
に
つ
い
て

作
成
の
上
、
一
月
末
日
ま
で
に
そ
れ

ぞ
れ
の
受
給
者
に
交
付
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
受
給
者
交
付
用
へ
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
記
載
は
し
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
給
与
支
払
報
告
書
と
同
時

に
作
成
で
き
る
よ
う
に
、
四
枚
又
は

三
枚
複
写
と
な
っ
て
い
ま
す
。

⑵
　
報
酬
・
料
金
・
契
約
金
及
び
賞

金
の
支
払
調
書

【
税
務
署
提
出
を
要
す
る
範
囲
】

　

講
演
料
や
外
交
員
報
酬
な
ど
所
得

税
法
二
〇
四
条
第
一
項
等
に
規
定
す

る
報
酬
・
料
金
等
を
支
払
っ
た
者
で
、

同
一
人
に
対
す
る
支
払
金
額
の
合
計

が
一
定
額
を
超
え
る
場
合
に
提
出
し

ま
す
。

⑶
　
不
動
産
の
使
用
料
等
の
支
払
調

書

【給与所得の源泉徴収票の提出範囲】
受給者の区分 提出範囲

年
末
調
整
を
し
た
者

⑴法人（人格のない社団等を含みます）の役員（取締役、執行役、会計参与、監査役、
理事、監事、清算人、相談役、顧問等である者）及び現に役員をしていなくても平
成30年中に役員であった者

平成30年中の給与等の支払金額が150
万円を超える者

⑵弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、
建築士等（所得税法第204条第１項第２号に規定する者）

平成30年中の給与等の支払金額が250
万円を超える者

⑶上記⑴及び⑵以外の者 平成30年中の給与等の支払金額が500
万円を超える者

年
末
調
整
を
し
な
か
っ
た
者

⑷「給与所得者の扶養
控除等申告書」を提
出した者

イ平成30年中に退職した者、災害により被害を受けたため、
平成30年中の給与所得に対する源泉所得税及び復興特別
所得税の徴収の猶予又は還付を受けた者

平成30年中の給与等の支払金額が250
万円を超えるもの。ただし、法人の役員
の場合には50万円を超える者

ロ平成30年中に主たる給与等の金額が2,000万円を超えるた
め、年末調整をしなかった者 全部

⑸「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者（給与所得の源泉徴収税額表
の月額表又は日額表の乙欄若しくは丙欄適用者等）

平成30年中の給与等の支払金額が50
万円を超える者

法 

定 

調 

書 

の 

意 

味 

と 

種 

類



3 ─ 1月号

【
税
務
署
提
出
を
要
す
る
範
囲
】

　

不
動
産
、
不
動
産
の
上
に
存
す
る

権
利
、
総
ト
ン
数
二
〇
ト
ン
以
上
の

船
舶
、
航
空
機
の
借
受
け
の
対
価
や

不
動
産
の
上
に
存
す
る
権
利
の
設
定

の
対
価
の
支
払
を
す
る
法
人
と
不
動

産
業
者
で
あ
る
個
人
で
、
同
一
人
に

対
す
る
支
払
金
額
の
合
計
が
一
五
万

円
を
超
え
る
場
合
に
提
出
し
ま
す
。

３　

提
出
方
法

　

法
定
調
書
の
提
出
方
法
は
、
税
務

署
へ
の
持
参
又
は
郵
送
の
ほ
か
、
書

面
に
よ
る
提
出
に
代
え
て
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ

（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）

や
法
定
調
書
の
記
載
事
項
を
記
録
し

た
Ｃ
Ｄ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
と
い
っ
た
光
デ
ィ

ス
ク
等
に
よ
る
提
出
も
で
き
ま
す
。

　

な
お
、法
定
調
書
の
種
類
ご
と
に
、

前
々
年
の
提
出
す
べ
き
法
定
調
書
の

枚
数
が
一
、〇
〇
〇
枚
以
上
の
法
定
調

書
に
つ
い
て
は
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
又
は

光
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る
提
出
が
義
務

化
さ
れ
て
い
ま
す
。

法定調書一覧
所得税法に規定するもの

１ 給与所得の源泉徴収票
２ 退職所得の源泉徴収票
３ 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
４ 不動産の使用料等の支払調書
５ 不動産等の譲受けの対価の支払調書
６ 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
７ 利子等の支払調書
８ 国外公社債等の利子等の支払調書
９ 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書
10 国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書
11 投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書
12 オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書
13 配当等とみなす金額に関する支払調書
14 定期積金の給付補てん金等の支払調書
15 匿名組合契約等の利益の分配の支払調書
16 生命保険契約等の一時金の支払調書
17 生命保険契約等の年金の支払調書
18 損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書
19 損害保険契約等の年金の支払調書
20 保険等代理報酬の支払調書
21 非居住者等に支払われる組合契約に基づく利益の支払調書
22 非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書
23 非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書
24 非居住者等に支払われる借入金の利子の支払調書
25 非居住者等に支払われる工業所有権の使用料等の支払調書
26 非居住者等に支払われる機械等の使用料の支払調書
27 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書
28 非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書
29 株式等の譲渡の対価等の支払調書
30 交付金銭等の支払調書
31 信託受益権の譲渡の対価の支払調書
32 公的年金等の源泉徴収票
33 信託の計算書
34 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書
35 名義人受領の利子所得の調書
36 名義人受領の配当所得の調書
37 名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書
38 譲渡性預金の譲渡等に関する調書
39 新株予約権の行使に関する調書
40 株式無償割当てに関する調書
41 先物取引に関する支払調書
42 金地金等の譲渡の対価の支払調書
43 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書

相続税法に規定するもの
44 生命保険金・共済金受取人別支払調書
45 損害（死亡）保険金・共済金受取人別支払調書
46 退職手当金等受給者別支払調書
47 保険契約者等の異動に関する調書
48 信託に関する受益者別（委託者別）調書

租税特別措置法に規定するもの
49 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書
50 特定新株予約権等の付与に関する調書
51 特定株式等の異動状況に関する調書
52 特定口座年間取引報告書
53 非課税口座年間取引報告書
54 未成年者口座年間取引報告書
55 教育資金管理契約の終了に関する調書
56 結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書

国外送金等調書法に規定するもの
57 国外送金等調書
58 国外財産調書
59 国外証券移管等調書
60 財産債務調書



1月号 ─ 4

　新年のご挨拶

　明けましておめでとうございます。
　５月１日に新天皇の即位が行われ、同日から新元号となります。
　消費税が10月から10％に引き上げられます。引上げにあたっては、「駆け込
み需要」や「景気の落ち込み」が懸念されることから、政府では経済に影響を及
ぼさないよう景気対策に万全を期すほか、税制措置を含めた各種政策を打ち出
すこととしており、絶え間ない景気刺激策の投入が期待されます。また、税率
の引上げとともに軽減税率が導入されます。余裕を持ってシステム等の対応の
準備に当たりたいところです。
　労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現に向
けて、昨年７月に働き方改革関連法が成立しました。同法には、時間外労働の
上限を原則、月45時間、年360時間以内とする長時間労働の是正や、高度プロ
フェッショナル制度の創設などの雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保な
どが盛り込まれています。大企業のみならず中小企業も今年４月から適用され
るものもありますので注意が必要です。
　皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。

　平成29年度の税制改正において、医療
費控除の提出書類の簡略化が図られました。
平成29年分以降の所得税の確定申告で医
療費控除の適用を受けるためには、原則と
して医療費の領収書に基づいて必要事項を
記載した「医療費控除の明細書」を確定申
告書に添付して提出し、医療費の領収書は
確定申告期限等から５年間自宅等で保存す
る必要があります。しかし、平成29年分
から平成31年分までの各年分について
は、経過措置が設けられており、従来どお
りの医療費の領収書を確定申告書に添付す
るか確定申告書を提出する際に提示する方
法によることもできます。
　なお、上記原則的取扱いと経過措置に基
づく取扱いは、医療費控除の適用を受ける
医療費全てについていずれかを選択するこ
とになります。

医療費控除を受けるときの�
提出書類　

個
人
の
方
が
資
産
を
譲
渡
し
た
際

に
生
じ
る
所
得
は
譲
渡
所
得
に
該
当

し
、
原
則
と
し
て
、
所
得
税
の
課
税

対
象
と
な
り
ま
す
。
で
は
、私
物（
生

活
用
動
産
）
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ

ー
ク
シ
ョ
ン
な
ど
で
売
却
し
た
よ
う

な
と
き
も
所
得
税
が
か
か
る
の
で
し

ょ
う
か
？

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
生
活
用
動
産

を
譲
渡
し
た
と
き
の
所
得
に
対
し
て

は
所
得
税
は
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
の
生
活
用

動
産
と
は
、
家
具
、
じ
ゅ
う
器
、
通

勤
用
の
自
動
車
、
衣
服
な
ど
の
生
活

に
通
常
必
要
な
動
産
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。

　
た
だ
し
、貴
金
属
や
宝
石
、書
画
、

骨
と
う
な
ど
で
、
一
個
又
は
一
組
の

価
額
が
三
〇
万
円
を
超
え
る
も
の
の

譲
渡
に
よ
る
所
得
は
所
得
税
の
課
税

対
象
と
な
り
ま
す
。

�

所
得
税
　
生
活
用
動
産
を
譲
渡
し
た
と
き




